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意匠の利用関係について

第１　問題の所在

１　リーディングケースの紹介
意匠の利用関係については、以下の学習机に関する大阪地判昭和46年12月22日（以下、「学習
机事件判決」という。）１がリーディングケースであるとされている。

＜登録意匠＞（脚を伸ばした参考図）　　　　　＜被疑侵害意匠＞（参考図）　

登録意匠は机であるのに対し、被疑侵害意匠は机部分と書架部分から構成されるところ、裁判
所は、被疑侵害意匠は登録意匠を利用したものであることを前提に、机部分を対比すると、両意
匠は類似するとして、意匠権侵害を肯定した。
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